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第１　住民税の特別徴収  
 

１．特別徴収とは  

特別徴収とは、納税者が給与所得に係る住民税（町民税・道民税）、森林環境税を納め

やすくするため、１年間に納めなければならない住民税を、６月から翌年５月までの１２

回に分けて、給与支払者が毎月の給与の支払をする際に納税者から徴収し、事業所ごとに

まとめて納入していただく制度をいいます。 
 
２．特別徴収義務者とは 

地方税法及び津別町税条例の規定により、特別徴収義務者の指定を受けている給与の支

払者をいいます。 
５月３１日までに町から「特別徴収義務者指定通知書」と「町民税・道民税・森林環境

税　特別徴収税額通知書」が送達されますと、特別徴収の義務が発生し、各納税者から定

められた税額（月割額）を給与から徴収し、納期限（徴収した月の翌月１０日）までに同

封の「納入書」等により納入していただくことになります。 
 
３．特別徴収される人 
 

令和７年中に給与所得があり、令和８年４月１日現在において引き続き給与の支払いを

受けている人です。また、６５歳未満の方で、年金を受給している方に関しましては、年

金の所得も含めた住民税が特別徴収されます。（本人の申し出により、年金所得に係る住

民税を普通徴収にすることもできます。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別徴収の方法による場合の納税のしくみ

給与所得者  
（納税者）

給与支払者 
(特別徴収義務者）

市(区 )役所  

町村役場

①給与支払報告書 
(1月31日まで)

②税額計算

③徴収税額通知  
( 5 月 31 日 ま で )④徴収税額通知

⑤給与支払の際  
税額を徴収  
6 月 か ら 翌 年 5 月 ま で の

毎 月 の 給 与 支 払 日

⑥税額の納入  
( 給 与 か ら 徴 収 し た 月 の 翌 月

10 日 ま で )
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第２　特別徴収の事務取扱 

 

１．特別徴収の開始にあたって 
５月３１日までに町から「特別徴収義務者指定通知書」と「町民税・道民税・森林環境 

税　特別徴収税額決定・変更通知書」が送達されますと、特別徴収の義務が生じます。 
同封いたしました「町民税・道民税・森林環境税　特別徴収税額の決定・変更通知書（納

税義務者用）」は、各納税者にお渡しください． 
なお、各納税者にお渡しする前に、退職・転勤等により給与の支払いがなくなり交付で 

きない方については、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出いただきます。そ

の際に各納税者用の通知書をお返しください。 
 
２．月割額の徴収 

「町民税・道民税・森林環境税　特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）」に各納

税者の月割額が算出してありますので、それにしたがって６月から翌年５月まで、毎月給

与の支払いをする際に徴収してください。 
なお、年税額５，０００円以下の納税者については、最初の月で全額徴収することにな

っています。 
また、６月（１回目）と７月（２回目）以降の月割額が異なる場合が多いので、徴収の

際には十分ご注意願います。 
　 
３．納入について 
（１）納期限 

「納入書」によって、徴収した月の翌月１０日（土曜日にあたるときは、その翌々

日、休日その他の公休日又は収納取扱金融機関が休業日にあたるときは、その翌日）

までに納入してください。 
（２）延滞金 

納期限までに納入しない場合は、その税額（１，０００円未満の端数は切り捨てま

す。税額が２，０００円未満の場合、延滞金はかかりません。）に納期限の翌日から

納入の日までの期間の日数に応じ、年１４．６％【当該納付期限の翌日から１か月を

経過する日までの期間については、年７．３％「延滞金特例基準割合[当該年の前年に

租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示された割合に、年１％の割合を加算

した割合]に年１％の割合を加算した割合が年７．３％の割合に満たない場合、延滞金

特例基準割合に年１％の割合を加算した割合」の割合、当該納付期限の翌日から１か

月経過後については、延滞金特例基準割合が年７．３％の割合に満たない場合、延滞

金特例基準割合に年７．３％の割合を加算した割合】の割合を乗じて計算した金額に
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相当する延滞金額を加算して納めてください。この場合における年当たりの割合は、

閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合です。延滞金の確定金額に１

００円未満の端数があるときはその端数は切り捨てます。その確定金額が１，０００

円未満の場合、延滞金はかかりません。 
 

４．納　入　方　法 
①同封の「納入書」の場合  
次の収納取扱金融機関で納めてください。  

（１）指定金融機関  

　　・北見信用金庫津別支店（役場派出所、本店および各支店）  

（２）収納代理金融機関  

・網走信用金庫津別支店（本店および各支店）  

・津別町農業協同組合本所  

・北海道内すべての郵便局又はゆうちょ銀行  

※上記収納機関以外の金融機関で納める場合、金融機関によっては手数料

を徴収される場合があります。（納める税額から手数料を差し引かない

で下さい。）  

　②共通納税の場合  

　eLTAX（地方税ポータルシステム）のサイトからお手続きください。  

　※詳細につきましては、地方税共同機構へお問合せください。  

 

５．「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出について  

納税者が、退職、休職、死亡又は転勤などの理由により給与の支払いを

受けなくなったときは、必ずその月の翌月１０日までに、「特別徴収に係

る給与所得者異動届出書」を提出してください。  

なお、同封した届出書用紙に不足があれば、税務財政課税務収納係（℡

0152-77-8376）に請求してください。  

 

６．特別徴収税額の変更について  

特別徴収税額を通知した後で、税額の変更があったときは、「特別徴収
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税額の変更通知書（特別徴収義務者用）」と「特別徴収税額の変更通知書

（納税義務者用）」をお送りしますので、それ以降は、その通知書に記載

されている変更後の税額により徴収し、納入していただくことになります。 

　　　　　　　　　　  

　　　　  

７．事業所の解散、休業、社名または所在地の変更について  

解散、休業などにより、特別徴収を継続できなくなった場合又は社名変

更、所在地の変更があった場合は、直ちに津別町役場に届け出てください。 

届出用紙は、税務財政課税務収納係（℡0152-77-8376）に請求してくだ

さい。  

 

８．不服申し立てについて  

特別徴収税額に不服がある場合は、納税者は「令和７年度町民税・道民

税・森林環境税　特別徴収税額の通知書」を受け取った日の翌日から起算

して３ヶ月以内に、町長に対して審査請求をすることができます。  

 

 

第３　異動届出書の書き方　  

1．主な留意点  

（１）特別徴収されている納税者が、退職、転勤などの理由により給与支  
払を受けなくなった場合、また、特別徴収していない方でも異動した

年の１月１日現在、津別町に住所があり、かつ１月２日から５月３１

日までの間に給与の支払を受けなくなった場合は、｢特別徴収に係る給

与所得者異動届出書｣に必要な事項を記入して、異動理由の発生した月

の翌月１０日までに提出してくださるようお願いいたします。  
（２）異動届出書は同じものを２枚作成し、１枚を貴事業所の控え、１枚  

を町へ提出してください。  
（３）用紙右上の特別徴収義務者番号の欄には、指定番号をご記入下さい。 

（４）納税者が、転勤、退職等によって住所を変更した場合は、必ず変更  

（異動）後の住所（方書）をご記入下さい。  

また、結婚により退職した場合など、氏名に変更があったときは変  
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※
市町村

処理欄

特別徴収義務

(あて先)津 別 町 長 者 指 定 番 号

　令和X年10月1日提出

（ア） （イ） （ウ）

受給者番号 特別徴収税額 徴収済額 未徴収税額

（整理番号） （年税額） （ア）－（イ）

円 円 １．退　職 １．特別徴 円

２．転　勤 　　収継続

120,000 9 月まで 80,000 RX.9.30 ３．休　職 ２．一括徴収

新しい勤務 網走市南○条西○丁目○番地 円 ４．長期欠勤 ３．普通徴収

先の名称お 津別商事㈱網走支店 ５．死　亡 （理由　　　） 円

よび所在地 6.その他

    ◎給与の支払を受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、次の欄にも記載して下さい．

・ 円 円

・ 円 月 日

・ 円

記  載  心  得
1.　　給与支払報告に係る給与所得者異動届出書   (2)　退職後令和　　年5月31日ま でに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一

　　　この届出書は、市町村長に提出した給与支払報告書に記載された者のう ち特別徴収税  　　　括徴収する場合には、「一括徴収」を○で囲んでく ださい。

　 額がない者で、４月１日現在において給与の支払を受けなく なった者がある場合に４月   (3)　(1)又は(2)に該当しない場合には、「普通徴収」を○で囲むととも に、その理由を次の中

　 15日ま でに関係市町村長に提出してく ださい．   　　　から選んでその番号を「（理由）」欄に記載して下さい。（注　次の①から③ま での理由に

２．　特別徴収にかかる給与所得者異動届出書   　　　該当しない場合は、新しい勤務先において特別徴収の継続の希望がある場合以外は、

　　　この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある者が給与の支払を   　　　特別徴収義務者は、必ず一括徴収しなければなりま せん。）

　 受けなく なった場合にその受けなく なった日の属する月の翌月の10日ま でに関係市町村   　　　①異動が令和　　年12月31日ま でで、一括徴収の希望がないため。

　 長に提出してく ださい。ただし、４月２日から５月31日ま での間に給与の支払を受けな   　　　②令和　　年5月31日ま でに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額以

　 く なった者の市町村民税をその年度から新たに特別徴収の方法によって徴収すべき市町   　　　　下であるため。

　 村長に対する届出書は、その市町村長から特別徴収税額の通知のあった日の属する月の   　　　③死亡による退職であるため。

　 翌月の10日ま でに提出してく ださい。   6.　「退職時ま での給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなく なった場合に、そ

3.　　「受給者番号（整理番号）」の欄には、これらの届出書に記載した給与所得者について   　　の年の1月1日から退職時ま でに支払の確定した給与の額を、「控除社会保険料額」の欄

　　  その特別徴収税額の通知書に記載された受給者番号（整理番号）を記載してく ださい。   　　には、退職ま でに給与から控除した社会保険料の額を記載してく ださい。

4.　　「給与の支払を受けなく なった後の住所」欄には、異動後の住所を記載してく ださい。   7.　「徴収予定月日」欄には、一括徴収の対象となる給与又は退職手当等の支給月日を記載

      異動後の住所が不明のときは、給与の支払を受けなく なった当時の住所を記載してく だ   　　してく ださい。

　   さい。   8.　「徴収予定額」欄には、徴収予定月日ごとの徴収予定額（退職者の申出額又は一括徴収

5.　　「異動後の未徴収税額の徴収」欄には、次の要領により記載して下さい。   　　予定額を給与若しく は退職手当等のそれぞれの額によってあん分した額）を記載してく だ

      (1)給与の支払を受けなく なった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望す   　　さい。

　   る場合には、「特別徴収継続」を○で囲んでく ださい。   9.　※印の欄には、記載しないでく ださい。

特 別 徴 収

給

与

支

払

者

（

特

別

徴

収

義

務

者

）

　　　 

所在地

　津別産業㈱

　津別町字幸町４１番地

9999999

1.異動が令和　　年12月31日ま で

　で、申出があったため

　（　　月　　日申出）

2.異動が令和　　年1月1日以降で、

　特別徴収の継続の希望がないため

徴収予定額

合計（上記（ウ）

と同額）

氏名 山田　太郎
異　　動

年月日

異動の事

由

40,000

異動後の

未徴収税

額の徴収

退職時ま での

給与支払額

氏名ま たは

名称

　に係る給与所得者異動届出書

給　　　　与　　　　所　　　　得　　　　者

網走市南○条東○丁目○番地

給与支払報告

異動者印

給与の 支払を

受けなく なった

後 の 住 所  控除社会

保険料額

6 月から

※

市

町

村

記

入

欄

納入予定日

徴収予定

徴収予定

月　　日
徴収予定額

一括徴収の理由

更後の氏名及び住所を詳しくご記入下さい。  

死亡の場合は、「相続人代表者届出書」を合わせて提出してくださ  

い。用紙は、税務財政課税務収納係へ請求してください。  

（５）住民税が非課税の人、あるいは年税額 5,000 円以下で既に 1 回で納  

付済みの人についても、その後異動があった場合には、異動届出を提  

出してください。  
２．特別徴収継続の場合  

納税者が、転勤または退職後の新しい勤務地において、引き続き特別徴

収の継続を希望する場合、経理担当者は必ず事前に転勤先の経理担当者と

連絡をとり、前記「異動届出書」に新しい給与の支払者の名称・所在地・

連絡先を記入して、異動理由の発生した月の翌月１０日までに提出してく

ださい。  
　転勤（特別徴収継続）した場合の記載例　  
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※
市町村

処理欄

特別徴収義務

(あて先)津 別 町 長 者 指 定 番 号

　令和X年１１月５日提出

（ア） （イ） （ウ）

受給者番号 特別徴収税額 徴収済額 未徴収税額

（整理番号） （年税額） （ア）－（イ）

円 円 １．退　職 １．特別徴
円

２．転　勤 　　収継続

180,000 10 月まで 105,000 RX.10.31 ３．休　職 ２．一括徴収

新しい勤務 円 ４．長期欠勤 ３．普通徴収

先の名称お ５．死　亡 （理由　②） 円

よび所在地 6.その他

    ◎給与の支払を受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、次の欄にも記載して下さい．

・
円 円

・
円 月 日

・
円

記  載  心  得
1.　　給与支払報告に係る給与所得者異動届出書   (2)　退職後令和　　年5月31日ま でに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一

　　　この届出書は、市町村長に提出した給与支払報告書に記載された者のう ち特別徴収税  　　　括徴収する場合には、「一括徴収」を○で囲んでく ださい。

　 額がない者で、４月１日現在において給与の支払を受けなく なった者がある場合に４月   (3)　(1)又は(2)に該当しない場合には、「普通徴収」を○で囲むととも に、その理由を次の中

　 15日ま でに関係市町村長に提出してく ださい．   　　　から選んでその番号を「（理由）」欄に記載して下さい。（注　次の①から③ま での理由に

２．　特別徴収にかかる給与所得者異動届出書   　　　該当しない場合は、新しい勤務先において特別徴収の継続の希望がある場合以外は、

　　　この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある者が給与の支払を   　　　特別徴収義務者は、必ず一括徴収しなければなりま せん。）

　 受けなく なった場合にその受けなく なった日の属する月の翌月の10日ま でに関係市町村   　　　①異動が令和　　年12月31日ま でで、一括徴収の希望がないため。

　 長に提出してく ださい。ただし、４月２日から５月31日ま での間に給与の支払を受けな   　　　②令和　　年5月31日ま でに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額以

　 く なった者の市町村民税をその年度から新たに特別徴収の方法によって徴収すべき市町   　　　　下であるため。

　 村長に対する届出書は、その市町村長から特別徴収税額の通知のあった日の属する月の   　　　③死亡による退職であるため。

　 翌月の10日ま でに提出してく ださい。   6.　「退職時ま での給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなく なった場合に、そ

3.　　「受給者番号（整理番号）」の欄には、これらの届出書に記載した給与所得者について   　　の年の1月1日から退職時ま でに支払の確定した給与の額を、「控除社会保険料額」の欄

　　  その特別徴収税額の通知書に記載された受給者番号（整理番号）を記載してく ださい。   　　には、退職ま でに給与から控除した社会保険料の額を記載してく ださい。

4.　　「給与の支払を受けなく なった後の住所」欄には、異動後の住所を記載してく ださい。   7.　「徴収予定月日」欄には、一括徴収の対象となる給与又は退職手当等の支給月日を記載

      異動後の住所が不明のときは、給与の支払を受けなく なった当時の住所を記載してく だ   　　してく ださい。

　   さい。   8.　「徴収予定額」欄には、徴収予定月日ごとの徴収予定額（退職者の申出額又は一括徴収

5.　　「異動後の未徴収税額の徴収」欄には、次の要領により記載して下さい。   　　予定額を給与若しく は退職手当等のそれぞれの額によってあん分した額）を記載してく だ

      (1)給与の支払を受けなく なった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望す   　　さい。

　   る場合には、「特別徴収継続」を○で囲んでく ださい。   9.　※印の欄には、記載しないでく ださい。

給与支払報告
　に係る給与所得者異動届出書

特 別 徴 収

給

与

支

払

者

（

特

別

徴

収

義

務

者

）

氏名ま たは

名称 　津別林運㈱ 　　　 9777777

所在地 　津別町字幸町４１番地

月から

退職時ま での

給与支払額

異動後の

未徴収税

額の徴収氏名 山田　二郎

給　　　　与　　　　所　　　　得　　　　者
異　　動

年月日

異動の事

由

異動者印

給与の 支払を

受けなく なった

後 の 住 所

津別町字豊永○番地
6

 控除社会

保険料額

75,000

一括徴収の理由
1.異動が令和　　年12月31日ま で

　で、申出があったため

　（　　月　　日申出）

2.異動が令和　　年1月1日以降で、

　特別徴収の継続の希望がないため

徴収予定

月　　日
徴収予定額

徴収予定額

合計（上記（ウ）

と同額）

徴収予定 ※

市

町

村

記

入

欄

納入予定日

３．普通徴収に切り替える場合  
納税者が、退職、休職、長期欠勤、死亡、会社解散などにより特別徴収

を継続できなくなった場合、未徴収税額は個人で納めていただく普通徴収

になります。（８ページを参照）  
ただし、1 月 1 日から４月３０日の間に退職・休職した者は、一括徴収の

方法によります。  
 
　退職した場合の記載例　  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．一括徴収の方法  
（１）一括徴収とは  

納税者が退職等の異動により特別徴収されなくなった場合、残りの  
税額を個人で納める普通徴収ではなく、事業所が退職日の月末までに  
全額徴収し、翌日１０日までに納入する方法をいいます。  
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※
市町村

処理欄

特別徴収義務

(あて先)津 別 町 長 者 指 定 番 号

　令和X年１２月３日提出

（ア） （イ） （ウ）

受給者番号 特別徴収税額 徴収済額 未徴収税額

（整理番号） （年税額） （ア）－（イ）

円 円 １．退　職 １．特別徴
円

２．転　勤 　　収継続

30,000 11 月まで 15,000 RX.11.30 ３．休　職 ２．一括徴収

新しい勤務 円 ４．長期欠勤 ３．普通徴収

先の名称お ５．死　亡 （理由　　　） 円

よび所在地 6.その他

    ◎給与の支払を受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、次の欄にも記載して下さい．

11 ・ 30 円 円

・
円 15,000 １２月 １１日

・
円

記  載  心  得
1.　　給与支払報告に係る給与所得者異動届出書   (2)　退職後令和　　年5月31日ま でに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一

　　　この届出書は、市町村長に提出した給与支払報告書に記載された者のう ち特別徴収税  　　　括徴収する場合には、「一括徴収」を○で囲んでく ださい。

　 額がない者で、４月１日現在において給与の支払を受けなく なった者がある場合に４月   (3)　(1)又は(2)に該当しない場合には、「普通徴収」を○で囲むととも に、その理由を次の中

　 15日ま でに関係市町村長に提出してく ださい．   　　　から選んでその番号を「（理由）」欄に記載して下さい。（注　次の①から③ま での理由に

２．　特別徴収にかかる給与所得者異動届出書   　　　該当しない場合は、新しい勤務先において特別徴収の継続の希望がある場合以外は、

　　　この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある者が給与の支払を   　　　特別徴収義務者は、必ず一括徴収しなければなりま せん。）

　 受けなく なった場合にその受けなく なった日の属する月の翌月の10日ま でに関係市町村   　　　①異動が令和　　年12月31日ま でで、一括徴収の希望がないため。

　 長に提出してく ださい。ただし、４月２日から５月31日ま での間に給与の支払を受けな   　　　②令和　　年5月31日ま でに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額以

　 く なった者の市町村民税をその年度から新たに特別徴収の方法によって徴収すべき市町   　　　　下であるため。

　 村長に対する届出書は、その市町村長から特別徴収税額の通知のあった日の属する月の   　　　③死亡による退職であるため。

　 翌月の10日ま でに提出してく ださい。   6.　「退職時ま での給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなく なった場合に、そ

3.　　「受給者番号（整理番号）」の欄には、これらの届出書に記載した給与所得者について   　　の年の1月1日から退職時ま でに支払の確定した給与の額を、「控除社会保険料額」の欄

　　  その特別徴収税額の通知書に記載された受給者番号（整理番号）を記載してく ださい。   　　には、退職ま でに給与から控除した社会保険料の額を記載してく ださい。

4.　　「給与の支払を受けなく なった後の住所」欄には、異動後の住所を記載してく ださい。   7.　「徴収予定月日」欄には、一括徴収の対象となる給与又は退職手当等の支給月日を記載

      異動後の住所が不明のときは、給与の支払を受けなく なった当時の住所を記載してく だ   　　してく ださい。

　   さい。   8.　「徴収予定額」欄には、徴収予定月日ごとの徴収予定額（退職者の申出額又は一括徴収

5.　　「異動後の未徴収税額の徴収」欄には、次の要領により記載して下さい。   　　予定額を給与若しく は退職手当等のそれぞれの額によってあん分した額）を記載してく だ

      (1)給与の支払を受けなく なった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望す   　　さい。

　   る場合には、「特別徴収継続」を○で囲んでく ださい。   9.　※印の欄には、記載しないでく ださい。

給与支払報告
　に係る給与所得者異動届出書

特 別 徴 収

給

与

支

払

者

（

特

別

徴

収

義

務

者

）

氏名ま たは

名称 　㈲津別ビジネス 　　　 9666666

所在地 津別町字幸町４１番地

月から

退職時ま での

給与支払額氏名 山田　花子

給　　　　与　　　　所　　　　得　　　　者
異　　動

年月日

異動の事

由

異動後の

未徴収税

額の徴収

給与の 支払を

受けなく なった

後 の 住 所

山

田

 控除社会

保険料額

15,000

一括徴収の理由
1.異動が令和　　年12月31日ま で

　で、申出があったため

　（　　月　　日申出）

2.異動が令和　　年1月1日以降で、

　特別徴収の継続の希望がないため

徴収予定

月　　日

異動者印

徴収予定

津別町字共和○番地
6

※

市

町

村

記

入

欄

納入予定日 ※１月１日から４月３０日までの間に

退職する納税者については、本人の

申出に基づくことなく一括徴収しなけ

ればなりません。

徴収予定額
徴収予定額

合計（上記（ウ）

と同額）

15,000

なお、この一括徴収の取り扱いは、月割額（年１２回徴収分）の未  
徴収分についての取り扱い方法であり、退職手当そのものに課税され

る特別徴収とは関係ありません。  
（２）一括徴収該当者  

１月１日から４月３０日までの間に退職又は休職する納税者につい  
ては、本人の申し出に基づくことなく一括徴収しなければなりません。 

また６月１日から１２月３０日までの間に退職又は休職する納税  
者については、退職日の月末までに一括徴収することの了解を得て徴

収してください。  
（３）一括徴収した場合の届出  

一括徴収した場合は、異動届出書の一括徴収の理由、一括徴収予定  
月日、徴収予定額を必ず記入し、異動届出者印欄には納税者印を押印

のうえ、退職などをした月の翌月１０日までに提出してください。  
ただし、１月１日以降の退職者については、納税者の押印の必要は  

ありません。  
　一括徴収した場合の記載例　  
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再就職先で

特別徴収に

より納める

退職時に一括納税する  
～職場で一括徴収する～

後に送付される

納付書にて個人

が納める  
（普通徴収）

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 退職後の納税のしくみ

（例）
 

 
 徴 収 す る 回 数 １ 期 ２ 期 ３ 期 ４ 期 ５ 期 ６ 期 ７ 期 ８ 期 ９ 期 10 期 1 1 期 1 2 期

計  徴 収 す る 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月
 町 ・ 道 民 税 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

 の 月 割 額  
7 , 3 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7, 2 0 0 7 , 2 0 0 8 6, 5 0 0

 在 職 中 円 円 円 円 円 個 人で納 めてい ただく 税額 円

 （ 特 別 徴 収

税 額 ）
7 , 3 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 36,100

 退 職 後  
 

職場を 通して 納めた 税額

円 円 円 円 円 円 円 円

 （ 普 通 徴

収 税 額 ）
7, 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7, 2 0 0 7 , 2 0 0 50,400

（
退
職
）

た

い
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　第 4　納入書の書き方　  
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第 5　退職所得に係る町民税・道民税の特別徴収  

（分離課税に係る所得割）  

 

１．退職所得の課税対象  

分離課税の対象となるものは、退職によって雇主から支給される退職金、

一時金等で名称のいかんを問いません。  

ただし、次にあたるものは分離課税の対象となりません。  

（１）常時２人以下の家事使用人に支払われる場合（翌年に他の所得と統

合して所得割が課税されます。）  

（２）死亡により退職した人に支給されるもので、その相続人に支給され

るもの。（相続税の対象となります。）  

（３）退職に伴う転居のために、必要とされる範囲内で支払われる旅費等  

 

２．納　税　義　務　者  

納 税 義 務 者は、退職手当等の支払いを受ける人ですが、退職者の退職手

当に対する町民税・道民税は、退職手当の支払者がその税額を計算して特

別徴収を行い、退職手当等の支払を受けるべき日（通常は退職した日。以

下同じ。）の属する年の１月１日現在の住所地の市町村に納めていただく

ことになります。  

ただし、次にあげる人には課税されません。  

（１）退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の１月１日現在にお  

いて、生活保護法による生活扶助を受けている人  

（２）退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の１月１日現在にお  

いて、国内に住所を有していない人  

（３）退職手当等の収入金額が、退職所得控除額より少ない人  
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３．税額の算出方法  

退職所得に対する税額の求め方は次のとおりです。  

（１）「退職所得控除額」の求め方  

イ） 勤続年数が２０年以下の場合  

　　　　４０万円×勤続年数（８０万円に満たないときは８０万円）  

ロ）勤続年数が２０年を超える場合  

８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年）  

 

（２）「退職所得」の求め方  

　　　退職所得の金額＝（収入－退職所得控除額）×1/2 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1,000 円未満切捨て）　  

※平成２５年１月１日以降、勤続年数が５年以内の法人役員等については、 

上記の２分の１を乗ずる措置を廃止した上で計算します。  

　　　　  

（３）町民税・道民税額の求め方  

※平成２５年１月１日から計算方法が変更になっています。  

　町民税）退職所得×税率６％＝町民税額①  

① ＝特別徴収する町民税額（ 100 円未満切捨）  

　道民税）退職所得×税率４％＝道民税額②  

② ＝特別徴収する道民税額（ 100 円未満切捨）  

なお、「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」がありますので、

必要な場合は税務財政課税務収納係にご請求ください。  
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退職所得控除額表（参考）  

【注】勤続年数の端数は切り上げます。（例えば 19 年 2 ヶ月は、20 年とします） 

 

４．納　入　方　法  

退職所得に係る町民税・道民税は、特別徴収した翌月１０日までに、

給与所得に係る特別徴収税額と合わせて、｢納入書｣（９ページの記載例

を参照）により所定の金融機関に納入してください。  

その際、納付書の裏面にある ｢納入申告書｣に該当事項を必ず記入して

ください。  

　　　　  

 

 

 

 

 
勤続年数 退職所得控除額 勤続年数 退職所得控除額 勤続年数 退職所得控除額

 
2 年以下 800,000 円 16 年 6,400,000 円 30 年 15,000,000 円

 
3 年 1,200,000 円 17 年 6,800,000 円 31 年 15,700,000 円

 
4 年 1,600,000 円 18 年 7,200,000 円 32 年 16,400,000 円

 
5 年 2,000,000 円 19 年 7,600,000 円 33 年 17,100,000 円

 
6 年 2,400,000 円 20 年 8,000,000 円 34 年 17,800,000 円

 
7 年 2,800,000 円 21 年 8,700,000 円 35 年 18,500,000 円

 
8 年 3,200,000 円 22 年 9,400,000 円 36 年 19,200,000 円

 
9 年 3,600,000 円 23 年 10,100,000 円 37 年 19,900,000 円

 
10 年 4,000,000 円 24 年 10,800,000 円 38 年 20,600,000 円

 
11 年 4,400,000 円 25 年 11,500,000 円 39 年 21,300,000 円

 
12 年 4,800,000 円 26 年 12,200,000 円 40 年 22,000,000 円

 
13 年 5,200,000 円 27 年 12,900,000 円 41年以上 2,200万円に40年を超え

 
14 年 5,600,000 円 28 年 13,600,000 円 る1年ごとに70万円を

 
15 年 6,000,000 円 29 年 14,300,000 円 加算した額


